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今
年
６
月「
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法

律
」（
通
称「
働
き
方
改
革
関
連
法
」）が
成
立
し
ま
し
た
。
そ
の
概
要
と
、
改

革
に
取
り
組
む
企
業
を
支
援
す
る「
栃
木
県
働
き
方
改
革
推
進
支
援
セ
ン
タ
ー
」

に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
「
働
き
方
改
革
関
連
法
」は
、
雇
用
対
策
法
・

労
働
基
準
法
・
労
働
時
間
等
設
定
改
善
法
・
労

働
安
全
衛
生
法
・
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
・
労
働

契
約
法
な
ど
、
労
働
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
法

律
の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。
政
府
が
唱
え
る

「
働
き
方
改
革
」を
実
現
す
る
た
め
の
法
律
改
正

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
「
働
き
方
改
革
」は
何
を
目
指
し
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。
厚
生
労
働
省
の
ウ
ェブ
サ
イ
ト
に
は
、

「『
働
き
方
改
革
』の
目
指
す
も
の
」と
し
て
、
次

の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

我
が
国
は
、「
少
子
高
齢
化
に
伴
う
生
産
年

齢
人
口
の
減
少
」「
育
児
や
介
護
と
の
両
立
な
ど
、

働
く
方
の
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
」な
ど
の
状
況
に
直

面
し
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
中
、
投
資
や
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョン
に
よ
る

生
産
性
向
上
と
と
も
に
、
就
業
機
会
の
拡
大
や

意
欲
・
能
力
を
存
分
に
発
揮
で
き
る
環
境
を
作

る
こ
と
が
重
要
な
課
題
に
な
って
い
ま
す
。

　
「
働
き
方
改
革
」は
、
こ
の
課
題
の
解
決
の
た

め
、
働
く
方
の
置
か
れ
た
個
々
の
事
情
に
応
じ
、

多
様
な
働
き
方
を
選
択
で
き
る
社
会
を
実
現

し
、
働
く
方
一
人
ひ
と
り
が
よ
り
良
い
将
来
の

展
望
を
持
て
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い

ま
す
。

（https://w
w

w
.m

hlw
.go.jp/

stf/seisak
u

n
itsu

ite/
bunya/0000148322.htm

l
）

法
律
改
正
の
3
つ
の
ポ
イ
ン
ト

　

続
い
て
、
改
革
の
3
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
ご
紹
介

し
ま
し
ょ
う
。

　

図
1
「
主
な
働
き
方
改
革
の
施
行
日
」
を
見

て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
大
き
く
変
わ
る
ポ
イ
ン
ト

と
そ
の
施
行
日
の
う
ち
、
主
要
な
も
の
を
ま
と
め

た
も
の
で
す
（
栃
木
県
労
働
局
雇
用
環
境
・
均

等
室
「
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係

法
律
の
施
行
日
及
び
概
要
」
よ
り
）。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
概
要
は
、
次
の
通
り
で
す
。

1
時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
（
労
働
基
準
法
）

◎
36
協
定
締
結
の
上
、
1
カ
月
45
時
間
、
年

3
6
0
時
間
が
原
則
。
臨
時
的
な
特
別
な
事

情
が
あ
る
場
合
で
も
年
7
2
0
時
間
以
内
、
単

月
1
0
0
時
間
未
満（
休
日
労
働
含
む
）、
複

数
月
平
均
80
時
間（
休
日
労
働
含
む
）以
内
。

2
年
次
有
給
休
暇
の
確
実
な
取
得（
労
働
基
準
法
）

◎ 

使
用
者
は
、
10
日
以
上
の
年
次
有
給
休
暇
が

付
与
さ
れ
て
い
る
全
て
の
労
働
者
に
対
し
、
毎

年
5
日
、
時
季
を
指
定
の
上
取
得
さ
せ
る
。

3
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル

（
労
働
時
間
等
設
定
改
善
法
）

◎ 

事
業
主
は
、
前
日
の
終
業
時
刻
と
翌
日
の
始

業
時
刻
の
間
に
一
定
時
間
以
上
の
休
息
時
間

を
確
保
。（
努
力
義
務
）

4
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
実
現

（
労
働
契
約
法
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
、
労
働
者
派
遣
法
）

◎ 

同
一
企
業
内
の
正
規
と
非
正
規
と
の
間
の
不

合
理
な
待
遇
差
を
解
消
す
る
た
め
の
規
定
の

整
備
（「
均
等
待
遇
規
定
」
を
パ
ー
ト・有
期・

派
遣
で
統
一
）。

◎ 

労
働
者
に
対
す
る
待
遇
に
関
す
る
説
明
義
務

の
強
化
。

◎ 

行
政
に
よ
る
助
言
指
導
等
や
裁
判
外
紛
争
解
決

手
続
の
規
定
を
パ
ー
ト
・
有
期
・
派
遣
で
統
一 

。

5
中
小
企
業
の
割
増
賃
金
率
引
き
上
げ

（
労
働
基
準
法
）

◎ 

月
60
時
間
超
の
時
間
外
労
働
の
割
増
賃
金
率

を
50
%
に
引
き
上
げ

有
給
休
暇
取
得
関
係
で
は

罰
則
も
強
化

　

も
う
少
し
詳
し
く
、
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
説
明

し
て
い
き
ま
す
。

　

ポ
イ
ン
ト
1「
時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
の
導

入
」は
、
図
1
の
1
で
す
。
こ
の
上
限
を
超
え

た
場
合
は
、
半
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
30
万
円

以
下
の
罰
金
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

　

ご
存
じ
の
通
り
、
こ
れ
ま
で
は
法
律
上
の
残
業

時
間
の
上
限
規
制
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

れ
が
今
後
は
、
き
ち
ん
と
上
限
を
守
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
ま
す
。
労
使
の
話
し
合
い
で
例
外
的

な
事
情
に
つ
い
て
年
3
6
0
時
間
以
上
の
時
間
外

労
働
を
す
る
場
合
で
も
、
や
は
り
し
っ
か
り
と
し

た
上
限
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
自
動
車
運
転
業
務
や
建
設
業
、
医

師
、新
技
術・新
商
品
等
の
研
究
開
発
業
務
な
ど
、

猶
予
期
間
が
5
年
と
さ
れ
て
い
た
り
、
上
限
時

間
の
適
用
が
さ
れ
な
い
業
種
業
態
も
あ
り
ま
す
。

　

ポ
イ
ン
ト
1
に
つ
い
て
は
、
中
小
企
業
は

2
0
2
0
年
4
月
1
日
か
ら
適
用
に
な
り
ま
す
。

　

ポ
イ
ン
ト
2
「
年
次
有
給
休
暇
の
確
実
な
取

得
」は
、
図
1
の
2
で
す
。
こ
れ
は
有
給
休
暇

を
労
働
者
に
確
実
に
取
ら
せ
る
た
め
の
も
の
で
、

違
反
す
る
と
半
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
30
万
円

以
下
の
罰
金
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
は
、
有
給
休
暇
を
使
う
か
ど
う
か

は
社
員
の
意
志
に
任
さ
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
1

日
も
使
わ
な
い
場
合
で
も
雇
用
主
が
罪
に
問
わ

れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
来
年

4
月
か
ら
は「
社
員
が
勝
手
に
取
ら
な
い
の
だ
か

ら
」と
放
置
し
て
お
く
こ
と
は
で
き
ず
、
社
員
の

意
向
を
聞
い
た
上
で「
何
月
何
日
に
有
給
休
暇
を

取
得
し
て
く
だ
さ
い
」と
指
示
を
出
さ
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
。

　
「
年
10
日
以
上
の
年
次
有
給
休
暇
が
付
与
さ

れ
る
す
べ
て
の
労
働
者
」が
対
象
と
さ
れ
ま
す
か

ら
、
事
実
上
ほ
と
ん
ど
の
社
員
が
対
象
と
な
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

ポ
イ
ン
ト
2
に
つ
い
て
は
中
小
企
業
も
来
年
4

月
1
日
か
ら
新
し
い
制
度
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
す
で
に
半
年
を
切
っ
て
い
ま

す
の
で
、
ま
だ
検
討
を
始
め
て
い
な
い
企
業
は
大

至
急
対
応
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ポ
イ
ン
ト
3
「
正
規
雇
用
労
働
者
と
非
正
規

雇
用
労
働
者
の
間
の
不
合
理
な
待
遇
差
を
禁

止
」は
、
以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た「
同 

一 

労
働

同
一
賃
金
」問
題
の
解
消
が
目
的
で
す
。
図
1
の

4
で
す
。

　

多
く
の
企
業
で
、
正
社
員
な
ど
正
規
雇
用
労

働
者
と
、
パ
ー
ト
な
ど
非
正
規
雇
用
労
働
者
の

間
で「
同
じ
職
務
内
容
な
の
に
賃
金
に
格
差
が
あ

る
」ケ
ー
ス
が
見
ら
れ
ま
す
。
雇
用
形
態
に
違
い

は
あ
っ
て
も
、
同
じ
職
務
に
対
し
て
は
同
じ
賃
金

が
支
払
わ
れ
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
の
が
、

今
回
の
改
正
の
趣
旨
で
す
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
、
短
時
間
労
働
者
・
有
期

雇
用
労
働
者
・
派
遣
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
正
規

雇
用
労
働
者
と
の
待
遇
差
の
内
容
・
理
由
な
ど

に
関
す
る
説
明
が
義
務
化
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
ポ
イ
ン
ト
3
に
つ
い
て
は
、
大
企
業
は

2
0
2
0
年
4
月
か
ら
、
中
小
企
業
は
2
0
2
1

年
4
月
か
ら
と
な
っ
て
い
ま
す
。
賃
金
体
系
の
見

直
し
は
企
業
活
動
全
般
に
影
響
し
ま
す
か
ら
、
政

府
も
猶
予
期
間
を
長
く
み
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

長
時
間
の

時
間
外
労
働
の
抑
制
を

　

ポ
イ
ン
ト
以
外
の
改
正
に
つ
い
て
も
、
見
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

　

図
1
の
3
「
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
」は
、
勤

務
の
終
業
時
間
と
始
業
時
間
の
間
に
一
定
時
間

の
イ
ン
タ
ー
バ
ル
を
置
く
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。

（栃木労働局雇用環境・均等室「働き方改革を推進するための関係法律の施行日及び概要」から作成）

中小企業の割増賃金率引き上げ

同一労働同一賃金の実現

勤務間インターバル（努力義務）

年次有給休暇の確実な取得

時間外労働の上限規制

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年施行日（日にちはすべて４月１日）

大企業

大企業

中小企 業

中 小企業

中 小企業

派遣事 業

すべての企業規模

すべての企業規模

1

2

3

4

5

図１／主な働き方改革の施行日

中
小
企
業
も
待
っ
た
な
し
、

働
き
方
改
革
へ
の

取
り
組
み

長
時
間
労
働
是
正
、同
一
労
働
同
一
賃
金
な
ど

３
つ
の
ポ
イ
ン
ト
か
ら
見
る

「
働
き
方
改
革
」
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PART 1

時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
の
導
入

年
次
有
給
休
暇
の
確
実
な
取
得

正
規
雇
用
労
働
者
と

非
正
規
雇
用
労
働
者
の
間
の

不
合
理
な
待
遇
差
を
禁
止

ポ
イ
ン
ト 

１

ポ
イ
ン
ト 

2

ポ
イ
ン
ト 

3
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改
革
に
取
り
組
む
企
業
を

オ
ー
ル
栃
木
で
支
援

　

働
き
方
改
革
推
進
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
法
律

改
正
に
あ
わ
せ
て
新
た
に
全
国
に
設
置
さ
れ
た

組
織
で
す
。
全
国
47
都
道
府
県
に
、
ほ
ぼ
いっ
せ

い
に
今
年
4
月
に
開
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
組
織
は
、
就
業
規
則
の
作
成
方
法
や
賃

金
規
定
の
見
直
し
、
労
働
関
係
助
成
金
の
活
用

な
ど
、
働
き
方
改
革
に
関
連
す
る
企
業
の
さ
ま

ざ
ま
な
悩
み
に
総
合
的
に
対
応
し
、
支
援
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

栃
木
県
働
き
方
改
革
推
進
支
援
セ
ン
タ
ー
は

4
月
2
日
に
宇
都
宮
市
宝
木
本
町
の
㈱
T
M
C

経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
内
に
置
か
れ
ま
し
た
。
ス
タ

ッ
フ
は
セ
ン
タ
ー
長
の
柳
道
夫
さ
ん
以
下
8
人
で
、

全
員
が
社
会
保
険
労
務
士
の
資
格
を
持
つ
か
、

実
務
経
験
が
あ
り
ま
す
。

　

同
セ
ン
タ
ー
の
業
務
内
容
は「
長
時
間
労
働
の

解
消
」「
非
正
規
雇
用
者
の
処
遇
改
善
」「
生

産
性
の
向
上
」「
国
の
支
援
策
紹
介
」な
ど
の
支

援
で
す
。

　

柳
道
夫
セ
ン
タ
ー
長
は
、「
働
き
方
改
革
と
言

わ
れ
て
も
、
中
小
企
業
に
と
っ
て
は
ど
こ
か
ら
手

を
つ
け
て
い
い
か
分
か
ら
な
か
っ
た
り
、
そ
も
そ

も
自
社
が
該
当
す
る
か
ど
う
か
も
不
明
で
あ
っ
た

り
す
る
で
し
ょ
う
。
私
ど
も
で
は
企
業
の
皆
様
の

疑
問
に
お
答
え
し
、
支
援
を
す
る
た
め
の
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
相
談
窓
口
と
し
て
、
宇
都
宮
商
工
会
議

所
を
は
じ
め
と
す
る
商
工
団
体
や
国
の
よ
ろ
ず

支
援
拠
点
、
行
政
、
専
門
家
な
ど
と
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
を
作
り
、
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
」と
話
し

ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、

① 

社
会
保
険
労
務
士
な
ど
の
専
門
家
が
無
料
で

各
種
相
談
に
対
応
し
ま
す
（
原
則
と
し
て
3

回
ま
で
）。

② 

商
工
会
議
所
、
商
工
会
な
ど
で
セ
ミ
ナ
ー
や

出
張
相
談
会
を
実
施
し
ま
す
。

③ 

希
望
す
る
企
業
に
は
個
別
企
業
訪
問
指
導
も

実
施
し
ま
す
。

な
ど
の
業
務
を
行
って
い
ま
す
。

　

4
月
に
発
足
し
た
ば
か
り
の
た
め
、
6
月
く

ら
い
ま
で
は
相
談
件
数
も
そ
れ
ほ
ど
多
く
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
7
月
か
ら
は
訪
問
指
導
を

毎
月
20
〜
30
件
行
う
な
ど
、
徐
々
に
企
業
に
そ

の
存
在
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
って
き
ま
し
た
。

　
「
ご
相
談
は
電
話
、
来
所
の
ほ
か
、
企
業
の
ニ

ー
ズ
に
合
わ
せ
て
個
別
訪
問
も
行
っ
て
い
ま
す
。

セ
ン
タ
ー
の
専
門
家
が
出
向
い
て
ご
相
談
を
受

け
、
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
い
ま
す
」

　

セ
ミ
ナ
ー
や
相
談
会
も
、
7
月
以
降
は
毎
月

10
回
前
後
開
催
し
て
い
ま
す
か
ら
、
同
セ
ン
タ
ー

の
ス
タ
ッ
フ
は
毎
日
多
忙
な
日
々
を
送
っ
て
い
ま

す
。
当
初
は
7
人
で
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
が
、

最
近
1
人
増
強
し
て
現
在
は
8
人
体
制
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　
「
私
た
ち
は
全
県
域
が
エ
リ
ア
で
す
か
ら
、
さ

ま
ざ
ま
な
組
織
や
団
体
と
の
協
力
が
不
可
欠
で

す
。
セ
ミ
ナ
ー
や
相
談
会
な
ど
で
は
、
商
工
会
議

所
や
商
工
会
に
さ
ま
ざ
ま
に
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。
ま
た
国
が
平
成
26（
2
0
1
4
）

年
に
全
国
に
設
置
し
た
よ
ろ
ず
支
援
拠
点
は
、

栃
木
県
で
は
栃
木
県
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
内
に

置
か
れ
て
い
ま
す
。
よ
ろ
ず
支
援
拠
点
で
も
生

産
性
向
上
や
経
営
改
善
の
相
談
、
ア
ド
バ
イ
ス
を

行
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
ち
ら
と
の
連
携
も
大

き
な
力
に
な
って
い
ま
す
」

　

よ
ろ
ず
支
援
拠
点
の
方
が
先
行
し
て
開
設
さ

れ
て
お
り
、
ま
た
経
営
上
の
あ
ら
ゆ
る
相
談
に

対
応
し
て
い
る
た
め
、
経
営
者
へ
の
周
知
度
が
高

い
よ
う
で
す
。
そ
の
た
め
、
両
者
が
連
携
し
、
セ

ミ
ナ
ー
や
相
談
会
を
開
催
し
た
り
、
時
に
は
一
緒

に
企
業
を
個
別
訪
問
し
て
相
談
を
受
け
る
こ
と

で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
得
意
分
野
を
生
か
し
て
、
よ

り
高
度
な
支
援
が
可
能
に
な
って
い
ま
す
。

　
「
私
ど
も
の
業
務
時
間
は
平
日
は
午
前
9
時
か

ら
午
後
5
時
ま
で
、
土
曜
日
も
月
に
1
回
午
前

9
時
か
ら
正
午
ま
で
で
す
。
し
か
し
、
企
業
に
と

っ
て
は
業
務
時
間
外
の
方
が
相
談
し
や
す
い
場
合

も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
平
日
の
夜
や
土
曜
日

に
対
応
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
」

課
題
解
決
に
向
け
た

早
め
の
ア
ク
シ
ョ
ン
を

　

商
工
会
議
所
や
行
政
な
ど
と
連
携
し
、
オ
ー

ル
栃
木
で
働
き
方
改
革
へ
の
取
り
組
み
を
支
援
し

て
い
る
同
セ
ン
タ
ー
。
具
体
的
に
、
ど
の
よ
う
な

相
談
が
多
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

図
2
は
同
セ
ン
タ
ー
が
4
〜
8
月
に
行
っ
た
訪

問
指
導（
の
べ
67
件
）の
内
容
で
す
。「
長
時
間
労

働
の
是
正
」が
約
半
分
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。

　

図
3
は
、
同
セ
ン
タ
ー
が
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き

た
取
り
組
み
支
援
の
事
例
で
す
。
参
考
に
な
る

と
こ
ろ
も
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
ご
一
読
く

だ
さ
い
。

　

柳
セ
ン
タ
ー
長
は
栃
木
県
の
企
業
の
課
題
を
、

次
の
よ
う
に
総
括
し
ま
す
。

◎ 
管
理
職
の
労
働
時
間
が
長
く
な
る
傾
向
が

あ
る
。

◎ 

時
間
外
労
働
を
削
減
す
る
こ
と
で
労
働
者
の

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
や
生
産
性
が
下
が
る
こ
と
を

懸
念
す
る
経
営
者
が
多
い
。

◎ 

人
手
不
足
が
慢
性
化
、
深
刻
化
。

　
「
こ
う
し
た
課
題
は
、
私
ど
も
が
今
後
さ
ら
に

活
動
を
広
げ
て
い
く
こ
と
で
、
企
業
の
方
の
取
組

を
支
援
し
、
解
決
に
導
く
こ
と
が
可
能
だ
と
思

い
ま
す
。
企
業
の
皆
さ
ま
に
は
、
ま
ず
は
相
談

を
し
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。
セ
ミ
ナ
ー
や
相

談
会
に
来
て
い
た
だ
く
か
、
電
話
で
予
約
し
て
い

た
だ
く
の
が
良
い
と
思
い
ま
す
。

少
し
で
も
不
安
や
疑
問
が
あ
れ

ば
、
ぜ
ひ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
お

待
ち
し
て
い
ま
す
」

　
　
　

※　
　

※　
　

※

　

広
範
囲
か
つ
多
岐
に
わ
た
る
法

改
正
と
な
っ
た
、
働
き
方
改
革
。

宇
都
宮
商
工
会
議
所
で
も
セ
ミ
ナ

ー
を
開
催
す
る
な
ど
、
中
小
企

業
の
皆
様
を
積
極
的
に
支
援
し
て

い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

具
体
的
に
ど
の
程
度
の
イ
ン
タ
ー
バ
ル
を
置
く
か

は
、
企
業
に
任
さ
れ
て
い
ま
す
。
新
聞
報
道
な

ど
を
見
る
と
、
先
行
し
て
導
入
し
て
い
る
企
業
で

は「
8
時
間
」「
8
時
間
+
通
勤
時
間
」な
ど
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
設
定
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

5「
中
小
企
業
の
割
増
賃
金
率
引
き
上
げ
」に

つ
い
て
は「
う
ち
は
も
う
や
っ
て
い
る
よ
」と
い
う
企

業
も
多
い
で
し
ょ
う
。
現
在
の
法
律
で
は
、
残
業

な
ど
時
間
外
労
働
に
つ
い
て
は
、
雇
用
主
は
25
%

以
上
の
率
で
計
算
し
た
割
増
賃
金
を
支
払
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
って
い
ま
す
。

　

2
0
2
3
年
施
行
の
今
回
の
改
正
は
、
特
に

長
い
時
間
外
労
働
を
抑
制
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
ま
す
。
1
カ
月
あ
た
り
60
時
間
を
超
え

て
時
間
外
労
働
を
さ
せ
た
場
合
に
は
、
超
え
た

時
間
の
労
働
に
つ
い
て
50
%
に
引
き
上
げ
る
こ
と

と
し
た
も
の
で
す
。

　

も
し
60
時
間
以
上
の
時
間
外
労
働
に
深
夜

（
午
後
10
時
〜
午
前
5
時
）の
労
働
が
あ
る
場
合

に
は
、
さ
ら
に
深
夜
割
増
賃
金
率
25
%
が
加
算

さ
れ
ま
す
の
で
、
合
計
で
75
%
と
な
り
ま
す
。

　
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
広
範
囲
な
改
正
で
す
の

で
、
す
べ
て
を
ご
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
か
な
り
細
か
く
定
め
ら
れ
た
法
律
も
あ
り

ま
す
の
で
、
個
別
の
企
業
が
ど
う
対
応
す
れ
ば
良

い
か
に
つ
い
て
は
、
多
忙
な
経
営
者
に
と
っ
て
は
難

し
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
場
合
に
頼
り

に
な
る
の
が「
栃
木
県
働
き
方
改
革
推
進
支
援
セ

ン
タ
ー
」で
す
。
P
A
R
T
2
で
は
、
同
セ
ン
タ

ー
の
活
動
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

図2／内容別状況（訪問指導）

図3／取り組み支援の事例

現場監督等の労働時間管理が困難（直行直帰が多い）。
労働時間の管理が難しい。
短い納期での工事が必要なので長時間労働になりがち。

現場監督の長時間労働、労働時間管理について対策が必要。

相談内容

見つかった
課　題

建設業

A社
（50人）

ノー残業デーが形骸化。
急成長したため働き方改革の進め方が分からない。

トップと管理職の長時間労働削減に向けた意識改革が必要。

相談内容

見つかった
課　題製造業

B社
（250人）

慢性的な人材不足、長時間労働（＋２時間／日）

長時間労働が評価される企業風土
上司と一緒に仕事をしているため帰りにくい
若手人材の定着

相談内容

見つかった
課　題

製造業

C社
（23人）

残業時間を月70時間に減らすなど、会社目標を立てる（意識改善）
繁閑に応じて労働時間を短くする（柔軟な労働時間制度）
同じ業務のできる人を増やす（仕事の進め方の改善）など

トップから働き方改革に関して社員にメッセージを発信
取り組みやすい課題を把握し、モデル部署で取り組み、
検証した後に全社に水平展開
労働時間の見える化とノー残業デーの復活
管理職研修にワークライフバランスの内容も盛り込む など

トップから長時間労働を評価する会社の風土を変えるメッセージを発信
（「長時間労働を無くし、その分賃金へ上乗せ」）
魅力ある職場づくりで人材不足解消（若手人材の定着）
リーダーの意識改革　など

その他

非正規待遇の改善

長時間労働
の是正

49.2 %

9.0 %

33件27件

40.3 %
助成金
一般 1件

6件1.5 %

アドバイス

アドバイス

アドバイス

栃木県働き方改革推進支援センター
柳　道夫 センター長

働き方改革推進支援センター

宇都宮商工会議所主催の、働き方改革関連セミナーも、
随時開催されています

企
業
を
支
援
す
る

「
栃
木
県
働
き
方
改
革

  

推
進
支
援
セ
ン
タ
ー
」

問合せ

栃木県働き方改革推進
支援センター

宇都宮市宝木本町1140-200（TMC内）
☎028-601-9001

宇都宮商工会議所
☎028-637-3131
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